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「株式投資型クラウドファンディング業務に関する規則」等の一部改正案に関するパブリックコメントの結果について 

 

2 0 2 5年 ７ 月 1 5日 

日 本 証 券 業 協 会 

 

本協会では、「株式投資型クラウドファンディング業務に関する規則」等の一部改正案について、2025年５月20日（火）から2025年６月18

日（水）までの間、パブリックコメントの募集を行いました。 

この間に寄せられた意見・質問（１件）及びそれらに対する考え方は、以下のとおりです。 

 

項番 該当箇所 意見の概要 考え方 

1  株式投資型クラウ

ドファンディング

業務に関する規則

第29条 

 

今回の規則改正案に対しては、反対させていただく。 

規則改正案では、法人の特定投資家に対する電磁的

方法以外の方法による勧誘を可能とするため第 29 条

（法人の特定投資家に関する特則）が新設されている

が、同条の適用対象が、株式投資型クラウドファンディ

ング業務を行う第一種少額電子募集取扱業者を含まな

い会員（第一種金融商品取引業者）とされている。 

そもそも本規則は、第一種少額電子募集取扱業者を

含む会員等を対象に株式投資型クラウドファンディン

グ業務の基本を定めるものであり、第一種少額電子募

集取扱業者を対象としない条項が第 29条に加えられる

ことには違和感がある。また、株式投資型クラウドファ

ンディング業務を行う大多数の業者は第一種金融商品

取引業者ではなく、今回の規則改正案の対象ではない

こととなる。 

現在、インターネットを用いた有価証券の募集等の

取扱いのみを行うことを前提とした「少額電子募集取

扱業者」の勧誘方法は、金融商品取引業等に関する内閣

府令第６条の３各号において、ウェブサイトや電子メ

ール等の電磁的方法に限定されております。他方、「第

一種・第二種金融商品取引業者」は、募集等の取扱いに

おいて、法令上、電磁的方法以外の手法（電話・訪問等）

による勧誘が可能ですが、投資型クラウドファンディ

ングの勧誘方法については、2014年の金融商品取引法

等の一部を改正する法律の附帯決議を踏まえ、自主規

制規則において、一部の金融商品を除き、勧誘方法を電

磁的方法に限定しております。 

今回の規則改正は、2024年７月２日に公表された「金

融審議会 市場制度ワーキング・グループ報告書」にお

いて、自主規制で制限している「第一種・第二種金融商
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項番 該当箇所 意見の概要 考え方 

法人の特定投資家に対して電磁的方法以外の勧誘を

行えるようにすることは、是非とも実現していただき

たいと考えているが、今回の規則改正案は、大半の第一

種少額電子募集取扱業者を考慮したものとはみえな

い。第一種少額電子募集取扱業者が、法人特定投資家に

対する電磁的方法以外の勧誘を可能とするための論点

整理、当局に対する働きかけを是非とも進めていただ

きたい。 

品取引業者」が行う、株式投資型クラウドファンディン

グにおける電磁的方法以外の手法（電話・訪問等）によ

る勧誘について、法人特定投資家に限定して可能とす

ることが考えられる旨が示されたことを踏まえたもの

です。 

お寄せいただきました御意見につきまして、当該措

置の対象が「第一種・第二種金融商品取引業者」に限定

されるのは、法令上、「少額電子募集取扱業者」に当該

措置に係る業務が認められていないためであり、自主

規制において対象を限定しているものではありませ

ん。したがって、規則改正につきましては原案どおりと

させていただきますが、今後も引き続き、「少額電子募

集取扱業者」にも配慮した株式投資型クラウドファン

ディングの利活用に向けた議論を行ってまいりたいと

存じます。 

 

以  上 


